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会員各位 

所属長各位                   千葉県病院薬剤師会 薬学教育委員会 委員長 

               薬学教育協議会 関東地区調整機構 

指導薬剤師養成小委員会   

佐野 君芳 

                                                           

      今年度の認定実務実習指導薬剤師養成について 

    

日頃より、薬学実務教育への高い関心とご理解、及び実務実習へのご尽力を深く感謝致します。 

 

今年度の認定実務実習指導薬剤師養成に関して、関東地区調整機構では養成講習会と養成ワークショ

ップを連携させ、効果的な養成スケジュールで進める予定で準備を進めておりましたが、ご存じのよう

に新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、4 月・7 月の養成講習会及び 5 月の養成ワークショップは中止

となりました。そして、6 月に入ってからも今後の開催が更に不透明な状態であり、各地で養成講習会 

及び養成ワークショップ等について中止決定の連絡が関東地区調整機構に届いております。 

  

そこで、指導薬剤師養成小委員会で検討した結果、「今年度は、関東地区調整機構が主催する養成講習

会及び養成ワークショップを最小限の規模で大学以外の会場で状況をみて、準備が整い次第、開催する。」

方針となりました。 

 

※ 現時点で、期日は未定ですが、年度内に 1 回開催する検討をしています。 

 

今年度は、緊急性の高い該当者のみが対象となり、「緊急性の高い」の定義は以下のようになります。 

 

1） 来年度の受入れのために、今年度中に養成講習会、養成ワークショップに参加しないと認定実務実習 

指導薬剤師が居ない施設 

2）参加 2 週間前からの同居者を含む健康状態の管理、開催時の感染予防対策に同意した参加者のみ 

 

 1）2）共に該当する会員のいる施設は 7 月 25 日まで（期日厳守）に、以下のアドレスへ 

メールにて、ご連絡ください。   

 

東邦大学医療センター佐倉病院 薬剤部 佐野 ： kimiyosi@sakura.med.toho-u.ac.jp 

 

所属長におかれましては、お忙しいことと思いますが、上記の状況確認、並びに会員各位への 

周知を、よろしくお願い致します。 

                                      以上 


